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(57)【要約】
　消費財のための容器が提供されている。容器は、ボッ
クスと、閉位置と開位置の間で移動可能なリッドとを含
む外側ハウジングを含む。さらに容器は、ボックス内に
取り付けられた第一の部分およびボックスの外側に延び
る第二の部分を持つ内側フレームを備えるが、ここでリ
ッドが閉位置にあるとき、内側フレームの第二の部分は
リッドの下にある。着脱可能接着ラベルは、内側フレー
ムの第二の部分に貼り付けられる。内側フレームは、接
着ラベルによって少なくとも部分的に覆われた少なくと
も一つのしるしを含む。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　消費財のための容器であって、
　　ボックスと、閉位置と開位置の間で移動可能なリッドを備えた外側ハウジングと、
　　前記ボックス内に取り付けられた第一の部分、および前記ボックスの外側に延びた第
二の部分を持ち、ここで前記リッドが前記閉位置にあるとき、前記内側フレームの前記第
二の部分が前記リッドの下にある、内側フレームと、
　　前記内側フレームの前記第二の部分に貼り付けられた着脱可能接着ラベルとを備え、
　　前記内側フレームが前記接着ラベルにより少なくとも部分的に覆われた少なくとも一
つのしるしを含む容器。
【請求項２】
　前記内側フレームが前部壁を含み、前記前部壁が前記前部壁の上部端から延びる切り抜
きを持つ、請求項1に記載の容器。
【請求項３】
　前記前部壁内の前記切り抜きが、前記前部壁の幅の約30パーセント～約90パーセントを
占める、請求項2に記載の容器。
【請求項４】
　前記少なくとも一つのしるしが、前記切り抜きに隣接して横断する方向に位置する、請
求項2または請求項3に記載の容器。
【請求項５】
　前記少なくとも一つのしるしが、前記切り抜きに隣接して長軸方向に位置する、請求項
2～4のいずれか１項に記載の容器。
【請求項６】
　前記接着ラベルが、前記内側フレームと実質的に同一の外観を持つ、請求項1～5のいず
れか１項に記載の容器。
【請求項７】
　前記接着ラベルが再び封じることのできる接着剤を含む、請求項1～6のいずれか１項に
記載の容器。
【請求項８】
　前記接着ラベルが、前記ラベルの端部に隣接して接着剤のない部分を持つ、請求項1～7
のいずれか１項に記載の容器。
【請求項９】
　前記少なくとも一つのしるしが前記内側フレームに印刷される、請求項1～8のいずれか
１項に記載の容器。
【請求項１０】
　前記少なくとも一つのしるしが前記内側フレームにデボス加工される、請求項1～9のい
ずれか１項に記載の容器。
【請求項１１】
　請求項1～10のいずれか１項に記載の容器であって、さらに前記ボックス内に喫煙物品
の内部パッケージを備え、前記内側フレームが前記内部パッケージの前記前部壁と前記ボ
ックスの前記前部壁との間にある容器。
【請求項１２】
　前記少なくとも一つのしるしが、前記内側フレーム内の少なくとも一つの切り抜きによ
り形成され、前記内部パッケージが前記少なくとも一つのしるしの切り抜きを通して見え
るようにされた、請求項11に記載の容器。
【請求項１３】
　前記内部パッケージが、前記内側フレームとは実質的に異なる色を持つ、請求項11また
は請求項12に記載の容器。
【請求項１４】
　ボックスおよびリッドを含む消費者物品のための容器の内側フレーム上に適用されたし
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るしを覆う接着ラベルの使用であって、前記内側フレームが、前記ボックス内に取り付け
られた第一の部分と前記ボックスの外側に延びる第二の部分とを備え、前記リッドが閉位
置にあるときに前記内側フレームの前記第二の部分が前記リッドの下にあり、また前記接
着ラベルが前記内側フレームの前記第二の部分に貼り付けられる、接着ラベルの使用。
【請求項１５】
　ボックスおよびリッドを含む消費者物品のための容器の内側フレーム上に適用されたし
るしを覆う接着ラベルを使用する方法であって、前記内側フレームが、前記ボックス内に
取り付けられた第一の部分と前記ボックスの外側に延びる第二の部分とを備え、前記リッ
ドが閉位置にあるときに前記内側フレームの前記第二の部分が前記リッドの下にあり、ま
た前記接着ラベルが前記内側フレームの前記第二の部分に貼り付けられる、接着ラベルを
使用する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、消費財のための容器に関連する。この容器は特に、喫煙物品のための容器と
しての用途がある。
【０００２】
　パッケージ消費財、例えば、容器内の細長い喫煙物品は、折り曲げられた層状のブラン
クから形成されることが知られている。例えば、紙巻たばこおよび葉巻たばこなどの細長
い喫煙物品は、一般に、喫煙物品を収容するボックスと、容器の後部壁を横切って延びる
ヒンジ線でボックスに連結されたリッドとを有する、ヒンジリッドパック入りで販売され
る。内側フレームは、たいていの場合、容器内に提供される。こうしたパックは、一般に
一枚の層状の厚紙ブランクから構成される。使用時、リッドはヒンジ線を中心として回転
してパックを開き、ボックス内に保持されている喫煙物品へのアクセスが得られる。
【０００３】
　容器が消費者に追加的な情報を供給できるような、消費財のための新しい容器が提供さ
れることが望ましい。
【０００４】
　発明の第一の態様によれば、消費財のための容器が提供されるが、これは、ボックス、
および閉位置と開位置の間を移動可能なリッドを備えた外側ハウジングと、ボックス内に
取り付けられた第一の部分、およびボックスの外側に延びる第二の部分を持ち、リッドが
閉位置にあるときに、内側フレームの第二の部分がリッドの下にある内側フレームと、内
側フレームの第二の部分に貼り付けられた着脱可能接着ラベルとを含み、ここで内側フレ
ームは、接着ラベルによって少なくとも部分的に覆われた少なくとも一つのしるしを含む
。
【０００５】
　本発明による容器は、リッドが開位置にあるときに容器の内側フレームから接着ラベル
を除去することにより、消費者が外側ハウジング上では見えない追加情報にアクセスでき
るようになるため、有用である。
【０００６】
　「しるし」（indiciumおよび複数形indicia）という用語は、少なくとも一つの視覚的
または触覚的構成要素を持つ個別要素、または反復要素またはパターンを言及するために
使用される。少なくとも一つのしるしは、テキスト、画像、文字、語句、ロゴ、パターン
またはその組合せの形態としうる。少なくとも一つのしるしは、ブランドまたは製造元の
ロゴを含みうる。少なくとも一つのしるしは、消費者が更なる情報にアクセスできるよう
にする材料を含みうる。例えば、少なくとも一つのしるしは、ウェブサイト、電話番号ま
たは電子メールアドレスの詳細を含みうる。
【０００７】
　本書で使用するとき「下にある」という用語は、容器の第一の部分が、重なり合う容器
の第二の部分よりも容器の内側に近いことを意味する。つまり、第一の部分は第二の部分
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の下にある。逆に、「上にある」という用語は、容器の第二の部分が、第一の部分よりも
容器の外側に近いことを意味するために使用しうる。この場合には、第二の部分は第一の
部分の上にある。
【０００８】
　外側ハウジングは、ボックスおよびリッドを含む。ボックスは、それを通して消費財の
出し入れが可能な開口部を持つことが好ましい。ボックスは、ボックス前部壁、ボックス
左側壁、ボックス右側壁、ボックス後部壁およびボックス底部壁を含みうる。内側フレー
ムは、内側フレーム前部壁、内側フレーム右側壁および内側フレーム左側壁を含みうる。
内側ライナーの一部分は、ボックスの外側に延び、リッドが閉位置にあるときリッドの下
にある。ボックスの前部壁の上部の上に延びるのは、内側フレームの前部壁があることが
好ましい。
【０００９】
　本発明による容器の構成要素の相対的位置を描写するために使用される「前部」、「後
部」、「上方」、「下方」、「側面」、「上部」、「底部」という用語およびその他の用
語は、リッドが上部端にあり、消費財が上方端の前部から出し入れ可能な、直立位置にあ
る容器について言及するものである。「左」および「右」という用語は、容器をその直立
位置で前部から見たときの容器の側壁に言及して使用される。
【００１０】
　容器内の消費財は通常、内側ライナー内に包まれている。内側ライナーおよび消費財は
、共に内部パッケージを形成する。内側ライナー内にある消費財を取り出すために、一般
に予め穿孔された内側ライナーのセクションが、始めてパックを開く際に、消費者によっ
て除去される。内側フレームは、ボックスと内側ライナーの間に取り付けられることが好
ましい。始めて開く前に、充填された容器は、外側ラッパー内に包まれた状態でありうる
。
【００１１】
　容器それ自体の設計は、しるしおよび接着ラベルの追加を考慮して変更する必要はない
。したがって、少なくとも一つのしるしおよび接着ラベルを、既存の装置、技術および容
器ブランクに何らかの著しい修正をすることなしに、包装された消費財用の容器に容易に
組み込むことができる。有利なことに、接着ラベルは、本発明による容器の製造および組
立以外で内側フレームに貼り付けうる。特に、ラベルは、プリンターまたはコンバーター
で、内側フレームにすでに貼り付けた状態にしうる。その後、内側フレームは、例えば、
通常の包装機械にスタックフィードしうる。別の方法として、内側フレームが供給されホ
イールから切断される場合、ラベル貼り付けは、巻かれている内側フレーム材料を巻き戻
す領域で実施しうる。このように、本発明を利用するために、現代的な高速包装機械への
改造は行う必要はない。
【００１２】
　一つの実施形態で、内側フレームは前部壁を含み、前部壁は前部壁の上部端から延びる
切り抜きを持つ。内側フレームの前部壁にある切り抜きは、ボックスからの消費財の取り
出しを促進する。前部壁の切り抜きは、望ましい任意の形状としうる。例えば、前部壁の
切り抜きは半円形または長方形としうる。切り抜きは、前部壁の望ましい任意の位置に位
置しうる。例えば、切り抜きは、前部壁の中心に、前部壁の中心と前部壁の一方の端の間
に、または前部壁の一方の端に位置し得る。
【００１３】
　前部壁の切り抜きは、望ましい任意の幅を持ちうる。前部壁の切り抜きは、前部壁の幅
のうち約30パーセント～約90パーセントを占めることが好ましい。
【００１４】
　少なくとも一つのしるしは、内側フレームの前部壁上としうる。少なくとも一つのしる
しを適用しうる、利用可能な内側フレームの表面積を増加させるために、容器を開いた際
に内側フレームのより広い領域が露出するように、内側フレームの前部壁および容器の前
部壁のうち少なくとも一つを適応させうる。例えば、容器の開閉時に折り曲げられたパネ
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ルを開いて、追加的な情報伝達スペースを見せることができる。
【００１５】
　少なくとも一つのしるしは、切り抜きに隣接して横断する方向に位置しうる。少なくと
も一つのしるしが切り抜きに隣接して横断する方向に位置する場合、少なくとも一つのし
るしは、容器を横断する方向に切り抜きに隣接する。すなわち、少なくとも一つのしるし
は、内側フレームの前部壁上の、切り抜きの一方の側に位置しうる。別の方法として、切
り抜きが前部壁の中心または前部壁の中心と前部壁の一方の端の間に位置する場合、少な
くとも一つのしるしは切り抜きの両側の前部壁上に位置しうる。
【００１６】
　少なくとも一つのしるしは、切り抜きに隣接して長軸方向に位置しうる。少なくとも一
つのしるしが切り抜きに隣接して長軸方向に位置する場合、少なくとも一つのしるしは容
器の長軸方向に切り抜きに隣接する。例えば、少なくとも一つのしるしは、切り抜きの下
の内側フレームの前部壁の目に見える領域に位置しうる。
【００１７】
　少なくとも一つのしるしは、切り抜きに隣接して横断する方向に、および切り抜きに隣
接して長軸方向に、位置しうる。例えば、少なくとも一つのしるしは、内側フレームの前
部壁上に、切り抜きの下、および切り抜きの一方または両方の側のどちらにも位置しうる
。少なくとも一つのしるしは、切り抜きの周辺に成形しうる。例えば、切り抜きが前部壁
の中心、または前部壁の中心と前部壁の一方の端の間に位置する場合、少なくとも一つの
しるしは、U字形としうる。例えば、切り抜きが前部壁の目に見える領域の一端に位置す
る場合には、少なくとも一つのしるしは、L字形としうる。
【００１８】
　少なくとも一つのしるしが、複数のしるし、またはしるしの一部を含む場合、しるしま
たは部分は、内側フレームの同一または異なる部分上とすることも、同一または異なるサ
イズおよび形状を持つこともできる。
【００１９】
　着脱可能接着ラベルは、接着ラベルが除去されるまで、少なくとも一つのしるしが消費
者に見えないように位置付けられることが好ましい。着脱可能接着ラベルは、少なくとも
一つのしるしが接着ラベルによって完全に覆われるように、少なくとも一つのしるしの上
に位置付けられることが好ましい。リッドが閉位置にあるとき、接着ラベルは容器の外か
らは見えないことが好ましい。よって、接着ラベルは、容器それ自体によって保護される
。さらに、接着ラベルは、消費者にとって驚きの要素としての役目をしうる。
【００２０】
　接着ラベルは、内側フレームの前部壁上としうる。接着ラベルを取り付けうる利用可能
な内側フレームの表面積を増加させるために、容器を開いた際に内側フレームのより広い
領域が露出するように、内側フレームの前部壁および容器の前部壁のうち少なくとも一つ
を適応させうる。
【００２１】
　接着ラベルが貼り付けられる内側フレームの表面には、接着ラベルをしっかりと貼り付
けうるが容易に取り外せるような材料で形成しうる。この目的での適切なシート材料、コ
ーティングおよび接着剤は、知られている。
【００２２】
　少なくとも一つのしるしが切り抜きに隣接して横断する方向に位置する場合、接着ラベ
ルも切り抜きに隣接して横断する方向に位置することが好ましい。少なくとも一つのしる
しが切り抜きに隣接して長軸方向に位置する場合、接着ラベルも切り抜きに隣接して長軸
方向に位置することが好ましい。接着ラベルは、少なくとも一つのしるしと実質的に同一
の形状を持ちうる。別の方法として、接着ラベルは、少なくとも一つのしるしとは異なる
形状を持ちうる。
【００２３】
　いったん接着ラベルが内側フレームから取り除かれたら、ラベルは破棄することも、ま
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たは多数の異なる目的で使用することもできる。例えば、消費財が内側ライナー内に含ま
れている場合、接着ラベルは、使用間で内側ライナーを再び封じるために使用しうるよう
に適応させうる。これによって、有利なことに、容器が初めて開かれた後で消費財が内側
ライナー内に保護されうる。別の実施形態で、接着ラベルは、装飾目的で内側フレームま
たは容器の外部表面に貼り付けうるように適応させうる。接着ラベルは、内側フレームま
たは容器の外部表面に貼り付けられた後で、消費者に対して追加的な情報を見せるように
適応させうる。
【００２４】
　接着ラベルは、印刷またはその他の方法で装飾しうる。接着ラベルは、例えば、内側フ
レーム上のデザインを変更または強調するために使用されうる。接着ラベルは、内側フレ
ームと実質的に同一の外観を持つことが好ましい。接着ラベルは、接着ラベルが貼り付け
られる内側フレームの部分と実質的に同一の外観を持つことが好ましい。例えば、接着ラ
ベルが内側フレームの前部壁に貼り付けられる場合、接着ラベルは内側フレームの前部壁
と同一の外観を持つことが好ましい。例えば、接着ラベルは、内側フレームと実質的に同
一の色としうる。例えば、接着ラベルは、内側フレームと実質的に同一の質感としうる。
【００２５】
　接着ラベルが容器の外側表面に貼り付けられるよう適応される場合、接着ラベルは、容
器の外側表面のデザインを変化または強調するため、または容器の外観を個人化するため
に使用しうる。接着ラベルが容器の外側表面に貼り付けられるように適応される場合、接
着ラベルは、容器の任意のヒンジ線と一致する穿孔の列など、一つ以上の虚弱線を含みう
る。これは、少なくとも一つの接着ラベルが、その内部にある消費財を取り出すために容
器の開口部を妨げないようにするためである。
【００２６】
　別の方法としてまたは追加的に、接着ラベルまたはしるしは、消費者によって放出され
る風味物質を含みうる。例えば、風味は、消費者が破裂させて風味を放出しうるマイクロ
カプセルに封じ込めうる。
【００２７】
　接着ラベルは、例えば、カラーフィルターまたは偏光フィルターなどの光学フィルター
を含めて、消費者がフィルターを通してみるときに情報を見ることができるようにしうる
。接着ラベルは、一定パターンの穴を含めて、例えば、接着ラベルが内側フレームまたは
容器の特定部分に貼り付けられるとき、例えば、隠されたメッセージを明らかにするため
に、消費者が穴を通して情報を見ることができるようにしうる。接着ラベルは、追加的な
特徴を含めて、消費者がラベルを使用して、容器または内側フレームにある更なる情報を
見たり明らかにすることができるようにしうる。
【００２８】
　接着ラベルは、ラベルを、内側フレームから取り外して、内側フレームまたは容器の異
なる部分に何回も取り付け直すことができるように、再び封じることができる接着剤を含
みうる。これは、内側ライナーを閉じるために接着ラベルの使用が意図されている場合に
特に有用であるが、それは消費財に個々にアクセスするために内側ライナーを繰り返し開
閉できるためである。この場合に、再び封じることができる接着剤によって、容器が空に
なるまで内側ライナーを再び封じるために使用できるように、少なくとも内側ライナー内
にある消費財の数の回数だけ、ラベルを再び貼り付けるために十分な接着が供給されるこ
とが好ましい。内側ライナーは、消費財を取り出すために、内側ライナー内に開口部が提
供されるように適応されうる。開口部は、容器が初めて開かれたときに形成され、その後
、接着ラベルの手段により使用間に再び封じることが好ましい。
【００２９】
　一つの望ましい実施形態において好ましい、接着ラベルは、ラベルの一端に隣接した、
接着剤のない部分を含みうる。これは、内側フレームからの接着ラベルの取り外しを促進
するのに有用でありうる。接着剤のない部分は、ラベルの角であることが好ましい。接着
剤のない部分は、消費者が接着剤のない接着ラベルの部分を容易に識別できるように、ラ
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ベルの残りの部分とは異なる外観を持ちうる。接着剤のない部分は、リッドが開位置にあ
るとき、内側フレームから突き出しうる。
【００３０】
　少なくとも一つのしるしは、内側フレームの前部壁上としうる。別の方法としてまたは
追加的に、少なくとも一つのしるしは、内側フレームの側壁上としうる。
【００３１】
　一つの実施形態で、少なくとも一つのしるしは、内側フレーム上に印刷される。しるし
は、しるしによって消費者に触感を提供しうるように、内側フレームに貼り付けうる。例
えば、しるしは、しるしが内側フレームから突き出て、消費者が触ることができるように
、ハイストラクチャーインクを使用して、内側フレームに印刷しうる。しるしはまた、し
るしが消費者にも見えるように、可視インクで印刷しうる。あるいは、消費者は、しるし
を触ることができるが、しるしを見ることはできないようにしうる。接着ラベルの厚みお
よび色、ならびに印刷されたしるしの色は、接着ラベルが取り外されるまで、少なくとも
一つのしるしが消費者には見えないように選択しうる。
【００３２】
　別の実施形態において、少なくとも一つのしるしは、内側フレームにデボス加工される
。これは、しるしは接着ラベルを通して消費者が触ることができないため有用である。し
たがって、しるしは、接着ラベルが取り外されたときに、消費者にとって驚きの要素とし
ての役目をしうる。別の方法として、しるしは、内側フレームにエンボス加工しうる。こ
れは、接着ラベルが取り外される前に、消費者が少なくとも一つのしるしに気付くことが
望ましい場合に、有用でありうる。
【００３３】
　別の方法として、しるしは内側フレームの切り抜きとしうる。例えば、しるしは、内側
フレームから打ち抜いたものとしうる。これによって、内側フレームを通して消費財また
は内側ライナーが明らかにされうる。
【００３４】
　つまり、しるしは、内側フレームと一体型（例えば、内側フレームの切り抜き）とする
ことも、あるいは別個なものとして、内側フレームに適用（例えば、内側フレームに印刷
）することもできる。
【００３５】
　少なくとも一つのしるしが複数のしるしを含む場合、しるしは、同一または異なる機構
によって内側フレーム上に形成しうる。
【００３６】
　一つの実施形態で、容器はさらにボックス内に喫煙物品の内部パッケージを備え、内側
フレームは内部パッケージの前部壁とボックスの前部壁との間にある。その実施形態で、
少なくとも一つのしるしは、内部パッケージは少なくとも一つのしるしの切り抜きを通し
て見えるように、内側フレーム内の少なくとも一つの切り抜きにより形成しうる。内部パ
ッケージは、内側フレームとは実質的に異なる色としうる。これは、消費者にとって審美
的に心地よい外観を創出しうる。
【００３７】
　一つの実施形態で、接着ラベルは、リッドが開位置にあるときに少なくとも一つの更な
るしるしが見えるように位置付けされた、少なくとも一つの更なるしるしを含む。例えば
、接着ラベルは、外側表面に少なくとも一つの更なるしるしを含みうる。少なくとも一つ
のしるしに関連して描写された任意の特徴は、少なくとも一つの更なるしるしにも適用さ
れうる。
【００３８】
　少なくとも一つの更なるしるしが提供される場合、消費者に情報を伝えるために、少な
くとも一つのしるしおよび少なくとも一つの更なるしるしの組み合わせが必要な場合があ
る。少なくとも一つの更なるしるしが提供される場合、容器は、更なる接着ラベルが取り
除かれるまで少なくとも一つの更なるしるしが消費者に見えないように配置された、更な
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る着脱可能接着ラベルを含みうる。
【００３９】
　互いに同一または異なるサイズおよび形状としうる、多数の接着剤ラベルを内側フレー
ム上に提供しうる。容器の外部を装飾する目的で意図されている場合、多数の接着剤ラベ
ルは、互いに同一または異なるグラフィックまたはテキストを提供しうる。複数のしるし
が内側フレーム上に提供される場合、それぞれのしるしは対応する接着ラベルを持ちうる
。別の方法として、異なる数の接着剤ラベルおよびしるしが存在しうる。接着ラベルが取
り除かれるまで、どのしるしも消費者に見えないように、単一の接着ラベルを多数のしる
し用に提供しうる。
【００４０】
　容器は、消費財を収容するために任意の適切な形態をとりうる。例えば、容器は、消費
財を収容するボックスに連結された一つ以上のヒンジリッドを持つ、ヒンジ‐リッド容器
としうる。別の方法として、容器は、外側シェル内に取り付けられた消費財を収容するた
めの内側スライドを持つ、スライド・アンド・シェル容器としうる。容器がスライド・ア
ンド・シェル容器である場合、外側シェルまたは内側スライドは、一つ以上のヒンジリッ
ドを含みうる。容器の形態がどんなものであれ、接着ラベルは、消費者がリッドを開いた
ときに自動的に取り外されるように適応されうる。こうして、リッドを開位置に移動させ
る消費者の行為によって、消費者に対して少なくとも一つのしるしまたは少なくとも一つ
のしるしの部分を自動的に明らかにしうる。
【００４１】
　容器、内側フレーム、内側ライナーおよび外側ラッパーは、厚紙、ボール紙、プラスチ
ック、金属、またはその組み合わせを含むがこれに限定されない、任意の適切な材料から
形成しうる。容器は、一つ以上の折り曲げられた層状の厚紙ブランクから形成しうること
が好ましい。厚紙の重さは、約100グラム/平方メートル～約350グラム/平方メートルであ
ることが好ましい。
【００４２】
　内側ライナーは、金属箔または金属化紙で形成されることが好ましい。
【００４３】
　外側ラッパーは、例えば、高密度または低密度のポリエチレン、ポリプロピレン、方向
性ポリプロピレン、ポリ塩化ビニリデン、セルロースフィルム、またはその組み合わせの
透明高分子フィルムであることが好ましく、また外側ラッパーは、従来的な方法で適用さ
れる。外側ラッパーは、開封テープを含みうる。さらに、外側ラッパーは、画像、消費者
情報またはその他のデータと共に印刷しうる。
【００４４】
　本発明による容器は、長軸方向の直角の端および横断する直角の端を持つ直方体の形状
としうる。別の方法として、容器は、一つ以上の長軸方向の丸み付きの端、横断する丸み
付きの端、長軸方向の面取り付きの端または横断する面取り付きの端、またはその組み合
わせを含みうる。例えば、本発明による容器は、限定されないが以下を含みうる。
【００４５】
　- 前部壁の1つまたは2つの長軸方向の丸み付きの端または面取り付きの端、および／ま
たは後部壁の1つまたは2つの長軸方向の丸み付きの端または面取り付きの端。
【００４６】
　- 前部壁の1つまたは2つの横断する丸み付きの端または面取り付きの端、および／また
は後部壁の1つまたは2つの横断する丸み付きの端または面取り付きの端。
【００４７】
　- 前部壁の1つの長軸方向の丸み付きの端および1つの長軸方向の面取り付きの端、およ
び／または後部壁の1つの横断する方向の丸み付きの端および1つの横断する方向の面取り
付きの端。
【００４８】
　- 前部壁の1つまたは2つの横断する丸み付きの端または面取り付きの端、および後部壁
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の1つまたは2つの長軸方向の丸み付きの端または面取り付きの端。
【００４９】
　- 第一の側壁の2つの長軸方向の丸み付きまたは面取り付きの端、または第二の側壁の2
つの横断する方向の丸み付きまたは面取り付きの端。
【００５０】
　容器が一つ以上の丸み付きの端を含み、一つ以上の層状のブランクから製作されている
場合、ブランクは、組み立てられた容器内でそれぞれの丸み付きの端を形成する3、4、5
、6または7本の横罫線または縦罫線を含むことが好ましい。横罫線または縦罫線は、容器
の内側、または容器の外側のいずれかとしうる。横罫線または縦罫線は、互いに約0.3 mm
～4 mmの間隔を持つことが好ましい。
【００５１】
　縦罫線または横罫線の間隔は、層状のブランクの厚みの関数であることが好ましい。縦
罫線または横罫線の間隔は、層状のブランクの厚みの約0.5～約4倍であることが好ましい
。
【００５２】
　容器が一つ以上の面取り付きの端を含む場合、面取り付きの端の幅は、約1 mm～約10 m
mであることが好ましく、約2 mm～約6 mmであることが好ましい。別の方法として、容器
は、2つの明確な面取りが容器の端上に形成されるように間隔をおいた、3本の平行な縦罫
線または横罫線により形成された二重面取りを含みうる。
【００５３】
　容器が面取り付きの端を含み、一つ以上の層状のブランクから製作されている場合、面
取りは、層状のブランクにある2本の平行な縦罫線または横罫線により形成されうる。縦
罫線または横罫線は、第一の壁と第二の壁の間のエッジに対して対称的に配列しうる。別
の方法として、縦罫線または横罫線は、面取りが容器第二の壁内よりも容器の第一の壁内
に深く達するように、第一の壁と第二の壁の間の端に対して非対称的に配列しうる。
【００５４】
　別の方法として、容器は、例えば、多角形（三角形または六角形など）、または楕円形
、半楕円形、円形または半円形といった、非長方形の横断断面を持ちうる。
【００５５】
　本発明による容器は、例えば、紙巻たばこ、葉巻たばこまたはシガリロなど、細長い喫
煙物品用のパックとしての特定用途がある。当然のことながら、その寸法を適切に選択す
ることにより、本発明による容器は、異なる数の従来サイズ、キングサイズ、スーパーキ
ングサイズ、スリムまたはスーパースリムの紙巻たばこ用に設計しうる。
【００５６】
　その寸法の適切な選択によって、本発明による容器は、異なる合計数の喫煙物品、また
は異なる配列の喫煙物品を保持するよう設計しうる。例えば、その寸法の適切な選択によ
って、本発明による容器は、合計10～30の喫煙物品を保持するよう設計しうる。
【００５７】
　容器内の喫煙物品は、喫煙物品の合計数に応じて、異なる並べ方で配列しうる。例えば
、喫煙物品は、1列の6、7、8、9または10個で配列しうる。別の方法として、喫煙物品は2
列以上で配列しうる。2列以上の列は、同一の数の喫煙物品を含みうる。例えば、喫煙物
品は、2列の5、6、7、8、9または10個、3列の5または7個、または4列の4、5または6個で
配列しうる。別の方法として、2列以上の列は、互いに異なる数の喫煙物品を含む少なく
とも2列を含みうる。例えば、喫煙物品は、5列および6列（5-6）、6列および7列（6-7）
、7列および8列（7-8）、中央の5列および両外側の6列（6-5-6）、中央の5列および両外
側の7列（7-5-7）、中央の6列および両外側の5列（5-6-5）、中央の6列および両外側の7
列（7-6-7）、中央の7列および両外側の6列（6-7-6）、中央の9列および両外側の8列（8-
9-8）、または中央の6列、一方の外側の5列および一方の外側の7列（5-6-7）で配列しう
る。
【００５８】
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　本発明による容器は、同一のタイプまたはブランドの、または異なるタイプまたはブラ
ンドの喫煙物品を保持しうる。さらに、フィルターなし喫煙物品および各種フィルターチ
ップ付きの喫煙物品の両方を含みうるほか、異なる長さ（例えば、約40 mm～約180 mm）
、直径（例えば、約4 mm～約9 mm）の喫煙物品も含みうる。さらに、喫煙物品は、味覚の
強度、吸込みに対する抵抗および合計粒状物質の送達が異なりうる。容器の寸法は、喫煙
物品の長さ、および喫煙物品の並べ方に適応させることが好ましい。一般に、容器の外側
寸法は、容器内に収容された喫煙物品の束の寸法よりも約0.5 mm～約5 mmだけ大きい。
【００５９】
　本発明による容器の閉位置での長さ、幅および奥行きは、容器の結果的な全体的寸法は
、20本の紙巻たばこの典型的な使い捨てヒンジ-リッドパックの寸法と類似したものとし
うる。
【００６０】
　本発明による容器の高さは約60 mm～約150 mmであることが好ましく、高さが約70 mm～
約125 mmであることがより好ましいが、ここで高さは、容器の上部壁から底部壁までを測
定したものである。
【００６１】
　本発明による容器の幅は約12 mm～約150 mmであることが好ましく、幅が約70 mm～約12
5 mmであることがより好ましいが、ここで幅は、容器の一方の側壁から他方の側壁までを
測定したものである。
【００６２】
　本発明による容器の奥行きは約6 mm～約100 mmであることが好ましく、奥行きが約12 m
m～約25 mmであることがさらに好ましいが、ここで奥行きは、容器の前部壁から後部壁ま
でを測定したものである（ボックスとリッドの間のヒンジを含む）。
【００６３】
　容器の高さ対容器の奥行きの比は、約0.3対1～約10対1であることが好ましく、約2対1
～約8対1であることがさらに好ましく、約3対1～5対1であることが最も好ましい。
【００６４】
　容器の幅対容器の奥行きの比は、約0.3対1～約10対1であることが好ましく、約2対1～
約8対1であることがさらに好ましく、約2対1～3対1であることが最も好ましい。
【００６５】
　喫煙物品の束を収容するだけでなく、容器はさらに、例えば、マッチ、ライター、消火
手段、口臭フレッシュまたは電子装置などのその他の消費財を含みうる。その他の消費財
は、容器の外側に取り付ける、容器内に喫煙物品に沿って容器の別の区画内に含める、ま
たはその組み合わせとしうる。
【００６６】
　本発明による容器の外部表面は、製造元またはブランドのロゴ、商標、スローガンおよ
びその他の消費者情報およびしるしで、印刷、エンボス加工、デボス加工またはその他の
方法で装飾しうる。
【００６７】
　本発明の更なる態様は、ボックスおよびリッドを含む消費者物品のための容器の内側フ
レーム上に適用されたしるしを覆う接着ラベルの使用であって、内側フレームが、ボック
ス内に取り付けられた第一の部分とボックスの外側に延びる第二の部分とを備え、リッド
が閉位置にあるときに内側フレームの第二の部分がリッドの下にあり、また接着ラベルが
内側フレームの第二の部分に貼り付けられる、接着ラベルの使用を対象とする。
【００６８】
　本発明の更なる態様によれば、ボックスおよびリッドを含む消費者物品のための容器の
内側フレーム上に適用されたしるしを覆う接着ラベルを使用する方法であって、内側フレ
ームが、ボックス内に取り付けられた第一の部分とボックスの外側に延びる第二の部分と
を備え、リッドが閉位置にあるときに内側フレームの第二の部分がリッドの下にあり、ま
た接着ラベルが内側フレームの第二の部分に貼り付けられる、接着ラベルを使用する方法
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が提供される。
【００６９】
　本発明は、以下の添付図面を参照しながら、例示としてのみであるがさらに説明する。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】図1は、接着ラベルが内側フレームの前部壁上の所定位置にある、本発明の実施
形態による容器の正面図を示す。
【図２】図2は、接着ラベルのほぼ全体が内側フレームの前部壁から除去された状態の図1
の容器を示す。
【発明を実施するための形態】
【００７１】
　図1は、発明の実施形態による容器100を示す。容器100は直方体であり、ボックス101、
および容器100の後部壁に沿って実質的に水平に伸びるヒンジ線に沿ってボックス101にヒ
ンジで取り付けられたリッド103を含む。ボックス101は、ボックス前部壁105、ボックス
左側壁、ボックス右側壁107、ボックス後部壁およびボックス底部壁を含む。
【００７２】
　内側フレーム109は、容器100のボックス101内に取り付けられる。内側フレーム109は、
それぞれボックス前部壁105、ボックス左側壁およびボックス右側壁107の内部表面に連結
されている、内側フレーム前部壁111、内側フレーム左側壁および内側フレーム右側壁113
を含む。この実施形態で、内側フレーム109の前部壁111は、前部壁の上部の自由端に切り
抜き115を含む。
【００７３】
　紙巻たばこ117の束は、容器100のボックス101内の内側フレーム109内に収容される。内
側フレーム109の前部壁111にある切り抜き115は、ボックス101からの紙巻たばこ117の取
り出しを促進する。紙巻たばこ117の束は、内側ライナー（図示せず）内に包まれうる。
ボックス101、リッド103および内側フレーム109の全体的なサイズおよび構造は、既知の
ヒンジリッド紙巻たばこパックのそれと実質的に同一である。
【００７４】
　図1で、リッド103は開位置にある。ボックス101の上方側は開いており、それを通して
紙巻たばこ117の取り出しができる上方開口部が提供されている。リッド103は、リッド前
面壁119、リッド左側壁、リッド右側壁121、リッド後方の壁およびリッド上部の壁を持つ
。リッド103が閉位置にあるとき、容器100は閉じ、リッド103の壁の自由端がボックス101
の壁の自由端と接する。したがって閉位置で、リッド103の壁は、ボックス101の対応する
壁の延長を形成し、容器100の壁を定義する。
【００７５】
　本発明による容器100の構成要素の相対的位置を描写するために使用される「前部」、
「後部」、「上方」、「下方」、「側面」、「上部」、「底部」という用語およびその他
の用語は、リッド103が上部端にあり、ヒンジ線が後方にある、直立位置にある容器につ
いて言及するものである。「左」および「右」という用語は、容器100をその直立位置で
前部から見たときの容器の側壁に言及して使用される。直立位置にある容器が開いている
とき、ボックス101内の内側フレーム109に含まれている紙巻たばこ117は、容器100の上方
端から取り出しうる。
【００７６】
　初めて開く前に、容器100は、透明フィルムで形成された外側ラッパー（図示せず）で
、従来的な方法で包まれた状態である。
【００７７】
　図1の実施形態で、着脱可能接着ラベル123は、内側フレーム109の前部壁111に貼り付け
られる。ラベル123は、消費者によるラベル123の取り外しが促進されるよう、接着剤のな
い部分125を含む。部分125は、消費者が容易に接着剤のない部分125を識別できるよう、
ラベル123の残りの部分とは異なる外観を持つ。
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【００７８】
　図2は、接着ラベル123のほぼ全体が内側フレーム109の前部壁105から除去された状態の
図1の容器100を示す。ラベル123は、ラベル123の部分125を掴む消費者によって剥がされ
ている。ラベル123の取り外しによって、しるし127（図2で概略的に表示）が明らかとな
ったが、これは、個別要素または反復的な要素またはパターンを含みうる。
【００７９】
　ラベル123の接着剤は、ラベル123が内側フレーム109の前部壁105から取り外されること
ができ、その後、もう1回貼り付けられることが好ましく、多数回貼り付けられることが
より好ましい。
【００８０】
　容器100は、従来型の装置および方法を使用して充填および組立がなされ、内側フレー
ム109に着脱可能接着ラベル123を追加するための従来型の機械を含めるよう修正しうる。

【図１】

【図２】
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